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条例個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 計量モニター名簿 

実施機関の名称 長野県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

指導課 

個人情報ファイルの利用目的 

県内消費者に対し、日常販売されている食料品等の内容量

が正しく表記されているかの調査を委嘱し、計量思想の普

及・啓発を図るとともに、適正な計量の確保に資すること

を目的として実施する「長野県計量モニター事業」におけ

る計量モニター委嘱のために使用する。 

※当該事業は、令和元年度を最後に実施していない。 

記録項目 

1.番号、2.受付月日、3.氏名、4.郵便番号、5.住所、6.年

代、7.性別、8.電話（FAX）、9.通知文、10.委嘱状、11.

備考 

記録範囲 計量モニターを委嘱した者 

記録情報の収集方法 

計量モニターを希望する者からの応募により収集する。 

（計量モニター募集の周知は、長野県プレスリリース、長

野県計量検定所ホームページ及び県内市町村の発行する広

報誌で行う。） 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）長野県計量検定所 

（所在地）松本市島立1020 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

1.番号、2.受付月日、3.氏名、4.郵便番号、5.住所、6.年

代、7.性別、8.電話（FAX）、9.通知文、10.委嘱状、11.

備考 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 


